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志布志市衛生自治会家庭用生ごみ処理機貸出要領

(目的)
第１条　この要領は、家庭用生ごみ処理機（以下「処理機」という。）を貸し出すことにより、処理機の使用を促進し、もって生ごみの減量化及びリサイクルの推進を図ることを目的とする。

(対象者)
第２条　貸出の対象となる者は、次の各号に掲げる要件を満たす者とする。
(1)　本市内に住所を有し、かつ、衛生自治会に加入している者
(2)　屋内に処理機を設置し、適正に維持管理することができること。

(貸出期間)
第３条　貸出期間は、30日以内とする。

(貸出回数)
第４条　貸出しは、１世帯につき１回限りとする。

(貸出手続)
第５条　処理機の貸出しを受けようとする者(以下「利用者」という。)は、家庭用生ごみ処理機借用申請書(別記様式)を提出しなければならない。

(貸出料等)
第６条　貸出料は、無料とする。ただし、処理機の使用及び運搬に関する経費は、利用者の負担とする。

(遵守事項)
第７条　利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)　処理機を屋内に設置し、適正に維持管理すること。
(2)　処理機を生ごみの処理以外の目的に使用しないこと。
(3)　処理機の形状を変え、又は改造しないこと。
(4)　処理機に異常が生じた場合は、本市衛生自治会に報告し、その指示に従うこと。
(5)　処理機を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6)　処理機の処理能力を超えて使用しないこと。

(貸出しの取消し)
第８条　会長は、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、貸出しの決定を取り消し、貸し出した処理機を返却させることができる。
(1)　利用者が前条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(2)　その他貸出しが不適当であると認めたとき。

(返却)
第９条　利用者は、貸出期間の末日までに処理機を返却しなければならない。
２　利用者は、返却する際、処理機を次の利用者の支障にならないよう、借受時と同じ状態で返却するものとする。

(損害賠償)
第10条　利用者は、貸出しを受けた処理機を破損し、汚損し、又は紛失したときは、利用者の負担において修理し、又はその相当額をもって賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事情があると会長が認めたときは、この限りでない。
２　利用者が、貸出しを受けた処理機の利用により、本人又は第三者に及ぼした損害の責任は、当該利用者が負うものとする。

(その他の事項)
第11条　この要領に定めるもののほか、必要な事項については、会長が別に定める。

附則
この要領は、令和７年５月９日から施行する。















別記様式（第５条関係）

志布志市家庭用生ごみ処理機借用申請書
　
　年　　　月　　　日

　志布志市衛生自治会長　様

	１　貸出希望期間
	　　年　　月　　日　　　～　　　　年　　月　　日
※貸出期間は最長３０日間です。

	２　誓約事項
	１　処理機は屋内に設置し、次の利用者の支障にならないよう、借受時と同じ状態で返却します。
２　処理機を生ごみの処理以外の目的に使用しません。
３　処理機の形状を変え、又は改造しません。
４　処理機に異常が生じた場合は、本市に報告し、その指示に従います。
５　処理機を他に譲渡し、又は転貸しません。
６　処理機の処理能力を超えての使用はしません。
７　貸出しを受けた処理機が、当方の故意又は過失において紛失し、又は破損した場合の損害は、原則として当方の負担とします。

	　志布志市家庭用生ごみ処理機貸出要領第５条の規定に基づき、上記誓約事項に同意し処理機の借用を申請します。
衛生自治会名　　　　　　　　　　　　　　　　
住　　所　　　　　　　　　　　　　　　　
氏　　名　　　　　　　　　　　　　　　　
電話番号　　　　　　　　　　　　　　　　



